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公正取引委員会からの排除措置命令について 

 

当社は、本日公正取引委員会より、広島市発注の特定コンピュータ機器に対し、独占禁止法第 7 条第

2 項の規定に基づく排除措置命令を受けましたのでお知らせいたします。 

当社は、過去から広島市の発注する学校用コンピュータ機器の入札に関する調査に全面的に協力して

まいりましたが、このような事態に至り、お取引先様ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心

配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

これまで当社はコンプライアンスの強化に取り組んでおりましたが、この度の命令を厳粛かつ真摯に

受け止め、再発防止の徹底と早期の信頼回復に一層努めてまいります。 

 

以上 
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